
 

令和７ 年７ 月 10 日 

 

報 道 機 関 各 位 

 

青森県県土整備部都市計画課 

 

盛土規制法に基づく 規制を令和８ 年４ 月１ 日から 開始する 予定です 

 

 「 宅地造成及び特定盛土等規制法」 （ 通称： 盛土規制法） は、 令和３ 年７ 月に静岡県熱

海市の大雨に伴う 盛土の崩落や土石流をき っかけに令和５ 年５ 月 26 日に施行さ れま し た。 

 青森県では、 こ れま で危険な盛土を 規制する ため、 市町村と 連携し て規制候補区域を 決

めてき ま し た。  

こ のたび、 令和８ 年４ 月１ 日から 規制を 開始する 予定と し ま し たのでお知ら せし ま す。  

 

 

１  規制開始（ 予定） 日  令和８ 年４ 月１ 日（ 水）  

 

２  規制（ 候補） 区域  別紙のと おり  

 

３  許可が必要と なる 盛土等の規模 

  規制区域内で一定規模以上の「 土地の形質変更」 （ 盛土、 切土） や「 土石の堆積」 を  

行う 場合は知事の許可や届出が必要になり ま す。  

  

一定規模以上の土地の形質変更の例： 【 １ ｍ超の崖を生ずる 盛土】  

一定規模以上の土石の堆積の例  ： 【 面積 500ｍ² 超の堆積】  

 ※「 崖」 と は地表面が水平面に対し  30 度を 超える 角度を なす土地で硬岩盤（ 風化の著

し いも のを 除く 。 ） 以外のも のです。  

 

４  規制開始前に着手し ている 工事の届出 

  令和８ 年３ 月 31 日以前から 許可対象と なる 工事に着手し ている 場合には、盛土規制法 

 の許可は不要ですが、規制開始日である 令和８ 年４ 月１ 日から 令和８ 年４ 月 22 日ま でに

工事内容等の届出が必要です。  

 

 

 



５  無許可行為や命令違反等に対する 罰則 

最大で拘禁３ 年以下又は罰金 1, 000 万円（ 法人重科 最大３ 億円） 以下が課さ れま す。 

 

６  その他 

 （ １ ） 今後、 盛土規制法についての事前相談窓口を 青森県都市計画課ホームページ上に

設け、 許可申請や届出について相談を受け付ける 予定です。  

 （ ２ ） 中核市（ 青森市、 八戸市） の盛土規制は中核市が行いま す。 規制区域の指定や許

可審査等の手続き も 同様です。  
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  別 紙 

盛土規制法に基づく規制候補区域（青森市、八戸市を除く） 
 
1. 規制開始予定日 令和８年４月１日 

2. 規制予定範囲  下図のとおり 

 
※青森県では中核市である青森市、八戸市以外の県内 38 市町村全域を「宅地造成等工事

規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの区域に指定します。 

 
宅地造成等工事規制区域：市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危

害を及ぼしうるエリア 
特定盛土等規制区域：市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が 

行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア 
 
3. その他  

（１）市町村別の区域図については、青森県盛土規制法ホームページを参照。 

URL：https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/toshikei/moridokiseihou.html 

（２）青森市および八戸市（中核市）の規制区域については、青森市および八

戸市が各々で指定するため、それぞれのホームページを参照 


















